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１．１歳６か月児健康診査　２．３歳児健康診査

３．未受診　４．健診の必要性の認識

Ⅰ．はじめに

　乳幼児健康診査（以下健診）は母子保健法第12条

及び13条に規定されており、「市町村は、次に掲げ

る者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、

健診を行わなければならない。１．満一歳六か月を

超え満二歳に達しない幼児、２．満三歳を超え満四

歳に達しない幼児（第12条）」、および「前条の健康

診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳

児若しくは幼児に対して、健診を行い、又は健診を

受けることを勧奨しなければならない（第13条）」

とされている１）。

　乳幼児健診は、このような法的根拠に基づき、地

域の親と子の健康を守ることを目的として、日本全

国いずれの地域でもほぼ同じシステムのサービスが

受けられる制度である２）。このことから、健診受診

は子どもの成長発達に伴い、母子保健法で定められ

た時期に確実に行われることが望ましい。

　益子は、「行政が直接かかわる集合健診としての

乳幼児健診は小児科医をはじめ、多くの専門職種が

多方面から携わることで、児の生活面・心身の発達

を総合的に評価し、様々な支援につなぐ場であるば

かりでなく、受診者側からすれば、保育者が一同に

会することにより、保育者同士の情報交換の場とも

なっている。」と述べている３）。

　また、中村は健診について「節目節目の健診によ

り、子どもに問題がないことを確認することによっ

て、子育てへの自信を高めることができる場となっ

ている。」と述べている２）。そのため、健診受診率

を向上させることは子どもの年齢に応じた成長・発

達の確認や病気や障がいの早期発見のために重要で

ある。

　しかし、松野らの研究においては、乳幼児の年齢

が上がるにつれて受診率が低くなることが示唆さ

れ４）、園田ら５）や松井ら６）の報告からも同じこと

が言えると報告している。

　H17年度～ H20年度の１歳６か月児健診とその子

どもの１年半後に行われる３歳児健診（H19年度～

H22年度）とで比較してみると、受診率の差が全国

では約２％（1.4％～2.6％）、沖縄県では約５％（4.1％

～ 6.2％）である７－８）。これら過去4年間の受診率

は年々上昇してきてはいるものの、全国平均に比べ

約10％低い現状にある。

　先行研究によると、未受診者の傾向として笹原

ら９）、與儀ら10）の報告では、24歳以下の比較的若い

母親や初産年齢の低い母親で健診の受診率が低かっ

たとの報告がある。また、「幼児の出生順位が遅い

ほど未受診者の割合が高かった」との報告もなされ

ている。松野らの研究４）では、「１歳６か月児健診・

３歳児健診の未受診理由として、親の仕事の都合な

どの理由が多かった」との報告がある。

　三国らの研究11）において「健診の満足度が高かっ

た者は、乳幼児健診の必要性をより強く感じており、

受け手の健診に対する認識のありようが満足度に影

響していた」と報告されており、健診を受診するに

は健診の必要性を認識することも重要であると考え

られる。
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　そこで本研究は、健診の必要性の認識と健診受診

状況、受診理由・未受診理由との関連を明らかにし、

今後の健診受診率の向上に役立てることを目的とし

た。

Ⅱ．対象および方法

１．調査対象

　調査対象は、Ａ村の公立２保育所（４歳～５歳）

と２幼稚園（５～６歳）に通う親子201組である。

そのうち、調査に協力を得られた109組（回収率は

54.2％）の中から記入漏れなどを除いた85組（有効

回答率は78.0％）を分析対象者とした。対象者85組

のうち双子が１例含まれていた。

２．調査期間

　　2012年７月11日～８月６日である。

３．調査方法

　Ａ村役場の福祉課、教育委員会に調査の協力依頼

を行い、調査許可を得た。その後、無記名自記式質

問紙を各施設の保育士・幼稚園教諭を通して児の保

護者へ配布した。アンケート回収ボックスを保育所・

幼稚園の所定の場所に置き、１週間後回収を行った。　

４．調査項目

　ⅰ　基本属性

　子どもの年齢、性別、出生体重、出生順位、きょ

うだい数、疾病の有無、現在の定期的な病院受診の

有無、保護者の現在の年齢、母親の初産年齢、育児

を変わってくれる人がいるか（以下育児サポートの

有無）、学歴、職業状況、村外居住経験の有無の13

項目である。

　ⅱ　健診の必要性の認識

　三国ら11）の「乳幼児健診の必要性の認識について」

の項目を参考にした。回答は４段階尺度で、「間違

いなく困る」を４点、「おそらく困る」を３点、「あ

まり困らない」を２点、「まったく困らない」を１

点と点数化し、健診必要性認識得点とした。健診の

必要性の認識を「間違いなく困る」と「おそらく困る」

を「認識あり群」とし、「あまり困らない」と「まっ

たく困らない」を「認識なし群」として比較を行った。

　ⅲ　健診受診状況

　妊婦健診を「毎回受けた」、「ときどき受けた」、「１

度も受けなかった」とし、乳児一般健診を「２回と

も受けた」、「１回受けた」、「受けなかった」とした。

１歳６か月健診・３歳児健診は「受けた」、「受けな

かった」と項目を分けた。

　ⅳ　受診理由・未受診理由

　受診理由は、三国ら11）、益子３）の先行研究を参考

に、1 ～ 5番を健診目的から、6 ～ 10番はその他の

項目から作成し、複数回答とした（図１－１）。

　未受診理由は、松野ら４）、與儀ら10）、中村ら２）、

三国ら11）の項目を参考に12項目を作成した（図１

－２）。

５．分析方法

　性別・出生体重・出生順位・定期的な病院受診の

図１－１

図１－２

受診理由

１）病気や障がいを早期に発見できるから
２）専門家に子どもの成長を確認してもらえるから
３）子育てについての相談ができるから
４）他の子ども・保護者との交流が持てるから
５）同年齢の他の子どもの様子がみれるから
６）受けるのが当たり前だと思っている
７）医師や周囲の人に勧められたから
８）周囲が受けるから
９）なんとなく
10）その他

未受診理由

１）保護者の仕事の都合のため
２）他の市町村に在住していたため
３）病気や入院中のため受診できなかった
４）元気だから受診しなくて大丈夫
５）前回の健診時の対応が良くなかったため
６）保育所での健診があったため
７）病院で受診したため
８）お子さん又は保護者自身の体調不良のため
９）前回の健診で問題なかったから受ける必要ない
10）面倒なため
11）忘れていた
12）その他
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有無・親の年齢（現在の年齢、初産年齢）・育児サポー

トの有無・学歴・就業状況・村外居住経験の10項目

と健診の必要性の認識と健診受診状況を「幼稚園」・

「保育所」に分け集計した。１歳６か月児健診受診

理由と3歳児健診受診理由を「認識あり群」・「認識

なし群」とに分け、χ２検定を用いて分析を行った。

基本属性と健診必要性認識得点との比較はMann-

WhitneyのU検定を用いて分析を行った。統計ソフ

トは、IBM SPSS  Statics19を使用した。

６．倫理的配慮

　調査票の表紙に本研究の目的、調査への参加は自

由であり不参加・途中辞退により不利益を被ること

はないこと、調査で得られた結果は研究目的以外に

は使用せず、協力者のプライバシーが侵害されない

ように最大限の注意を払うこと、また研究終了まで

データは厳重に保管し、終了後は速やかに破棄する

ことについて記載し、同意を得た。

Ⅲ．結　果

１．基本属性（表１－１、１－２）

　分析対象児は、85人で、年齢は、３歳が１人

（1.2％）、４歳が18人（21.2％）、５歳が49人（57.6％）、

６歳が17人（32.1％）であった。性別は、男児45人

（52.9％）、女児40人（47.1％）であった。そのうち「幼

稚園児」は56人（65.9％）、「保育園児」は29人（34.1％）

であった。保護者は、母親が84人（98.8％）、父親

が１人（1.2％）であった。

　出生体重は「低出生体重児」が13人（15.3％）、「標

準以上児」が72人（84.7％）であった。出生順位は

「第一子」が38人（44.7％）と一番多く、次いで「第

二子以上」が31人（36.5％）の順に多かった。定期

的な病院受診の有無では、「ある」が６人（7.1％）、

「ない」が79人（92.9％）であった。　　

　保護者の現在の平均年齢は35.5歳±4.92であり、

初産年齢の平均は、27.4歳±4.39であった。

　育児サポートの有無では、「あり」が78人（91.8％）

で、「なし」が7人（8.2％）であった。

　学歴は全体でみると「専門学校卒」が30人（35.3％）

と一番多く、次いで「高校卒」が22人（25.9％）の

順に多かった。大学卒は14人（16.5％）であった。

就業状況では、「常勤」が32人（37.6％）と一番多く、

次いで「パート」が27人（31.8％）、「専業主婦」が

19人（22.4％）の順で多かった。

　村外居住経験の有無では、「ある」が33人（38.8％）、

「ない」が52人（61.2％）であった。

　健診の必要性の認識では、「あり」が75人（88.2％）、

「なし」が10人（11.8％）であった。

　「幼稚園」と「保育所」を比較してみていくと、

出生順位では有意な差は見られなかったが、「幼稚

園」のほうが「保育所」に比べ第一子の割合が高い

傾向にあった（p<0.068）。保護者の年齢は幼稚園児

の保護者では35.7歳、保育所の保護者では35.1歳で

あり有意な差は見られなかった。学歴では、幼稚園

児の保護者では「専門卒」が一番多く、22人（39.3％）

であり、保育所の保護者では「高校卒」が一番多く、

９人（31.0％）であったが有意な差は見られなかっ

た。健診の必要性の認識では、「幼稚園」と「保育所」

との比較において、「認識なし」と答えたものが幼

稚園児の保護者に有意に高かった（p＜0.05）（表１

－１）。

　表１－２の基本属性と健診必要性認識得点とで

は、定期的な病院受診の有無では、「ある」（3.83±

0.4点）が「ない」（3.16±0.8点）に比べて健診必要

性認識得点が有意に高かった。その他、性別、出生

体重、出生順位、初産年齢、学歴による健診必要性

認識得点の有意な差は見られなかった（表１－２）。

２．健診受診状況（受診理由と未受診理由）

　ⅰ　受診・未受診割合

妊婦健診では、「毎回受けた」83人（97.6％）、「と

きどき受けた」２人（2.4％）、「１度も受けなかっ

た」０人（0.0％）であった。乳児一般健診では「2

回とも受けた」70人（82.4％）、「１回受けた」９人

（10.6％）、「受けなかった」１人（1.2％）であった。

1歳6か月児健診では「受けた」82人（96.5％）、「受

けなかった」３人（3.5％）であり、３歳児健診では「受

けた」83人（97.6％）、「受けなかった」２人（2.4％）

であった。健診状況に関しては幼稚園・保育所との

比較では有意な差は見られなかった（表２）。
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　ⅱ　受診理由（表３）

　受診理由では１歳６か月児健診・３歳児健診とも

に「受けるのが当たり前」（８～９割）が一番多く、

次いで「子どもの成長確認のため」（７～８割）で

あり、その次に「早期発見のため」（約５割）であった。

反対に、「医師や周囲の人に勧められたから」と回

答したものは、１歳６か月児健診、３歳児健診とも

におらず、「なんとなく」、「周囲が受けるから」、「交

流が持てるから」と回答した者は少なかった。１歳

６か月児健診と３歳児健診では有意差はみられな

かった。

　
表１－１．基本属性

)%(人

幼稚園 保育所 全体 検定

n=56 n=29 N=85 χ2

年齢
3歳 0(0.0) 1(3.4) 1(1.2) n.s
4歳 0(0.0) 18(62.1) 18(21.2) n.s
5歳 39(69.6) 10(34.5) 49(57.6) n.s
6歳 17(30.4) 0(0.0) 17(20.0) n.s

性別

男児 27(48.2) 18(62.1) 45(52.9) n.s
女児 29(51.8) 11(37.9) 40(47.1) n.s

出生体重
低出生体重児 8(14.5) 5(17.2) 13(15.3) n.s
標準以上 47(85.5) 24(82.8) 72(84.7) n.s

出生順位

第一子 29(51.8) 9(31.1) 38(44.7) n.s
第二子以上 27(48.2) 20(68.9) 47(55.3) n.s

定期的な病院 ある 5(8.9) 1(3.4) 6(7.1) n.s
受診の有無 ない 51(91.1) 28(96.6) 79(92.9) n.s

保護者の現在の年齢 平均 35.7歳 35.1歳 35.5歳

母親の初産年齢 平均 27.4歳 27.4歳 27.4歳

①25歳未満 14(25.0) 9(31.0) 23(27.1) n.s
②25歳以上～35歳未満 35(62.5) 19(65.5) 54(63.5) n.s
③35歳以上 7(12.5) 1(3.4) 8(9.4) n.s

育児サポートの有無
あり 52(92.9) 26(89.7) 78(91.8) n.s

なし 4(7.1) 3(10.3) 7(8.2) n.s

学歴
中学卒 4(7.1) 1(3.4) 5(5.9) n.s
高校卒 13(23.2) 9(31.0) 22(25.9) n.s
専門卒 22(39.3) 8(27.6) 30(35.3) n.s
短大卒 8(14.3) 6(20.7) 14(16.5) n.s
大学卒 9(16.1) 5(17.2) 14(16.5) n.s

就業
常勤 18(32.1) 14(48.3) 32(37.6) n.s
パート 16(28.6) 11(37.9) 27(31.8) n.s
家業 3(5.4) 0(0.0) 3(3.5) n.s
専業主婦 16(28.6) 3(10.3) 19(22.4) n.s
その他 3(5.4) 1(3.4) 4(4.7) n.s

村外居住経験
ある 20(35.7) 13(44.8) 33(38.8) n.s
ない 36(64.3) 16(55.2) 52(61.2) n.s

健診の必要性の認識
あり 46(82.1) 29(100) 75(88.2)
なし 10(17.9) 0(0.0) 10(11.8)

*p<0.05 **p<0.01 n.s 有意差なし

*
 

表１－２．健診必要性認識得点

N=85     　　　　　　　　　健診必要性認識得点　　検定　

596.0±92.3児男別性
358.0±31.3児女

出生体重 低出生体重児 3.31±0.855
標準以上 3.27±0.819

出生順位 第一子 3.13±0.875
第二子以上 3.28±0.682

804.0±38.3るあな的期定
577.0±61.3いな無有の診受院病

初産年齢 ①25歳未満 3.09±0.684
②25歳以上～35歳未満 3.24±0.775
③35歳以上 3.25±1.035 

学歴 中学卒 2.8±0.837
高校卒 3.32±0.646
専門卒 3.33±0.661
短大卒 3.29±0.726
大学卒 2.86±1.099

                      *p<0.05 **p<0.01 n.s 有意差なし

**

n.s

n.s

n.s

n.s

n.s

 

表２．健診受診状況
)%(人

幼稚園 保育所 全体

n=56 n=29 N=85
妊産婦検診

毎回受けた 54(96.4) 29(100) 83(97.6)
ときどき受けた 2(3.6) 0(0.0) 2(2.4)
1度も受けなかった 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

乳児一般健康診査
2回とも受けた 49(87.5) 26(89.7) 75(88.2)

1回受けた 6(10.7) 3(10.3) 9(10.6)
受けなかった 1(1.8) 0(0.0) 1(1.2)

1歳6か月児健康診査
受けた 53(94.6) 29(100) 82(96.5)
受けなかった 3(5.4) 0(0.0) 3(3.5)

3歳児健康診査

受けた 54(96.4) 29(100) 83(97.6)
受けなかった 2(3.6) 0(0.0) 2(2.4)  

表３．受診理由

複数回答人（%）

1歳6か月児健診 3歳児健診

n=82 n=83
)4.94(14)6.74(93めたの見発期早)1

2)子どもの成長確認のため 63(76.8) 61(73.5)
3）子育てについての相談 24(29.3) 28(33.7)
4）交流が持てるから 3(3.7) 6(7.2)
5）他の子の様子が見れるから 24(29.3) 26(31.3)
6）受けるのが当たり前 72(87.8) 71(85.5)
7）医師や周囲の人などに勧められたから 0(0.0) 0(0.0)

8）周囲が受けるから 3(3.7) 3(3.6)
)2.1(1)2.1(1くなとんな）9
)2.1(1)2.1(1他のそ）01  
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ⅲ　未受診理由

　未受診者は、１歳６か月児健診３人であり、未受

診理由は「元気だから受診しなくても大丈夫」、「病

院で受診したため」、「忘れてた」があった。３歳児

健診では、２人であり、未受診理由として、「仕事

の都合のため」、「元気だから受診しなくても大丈

夫」、「面倒なため」があった。

３．健診の必要性の認識（表４－１、４－２）

　健診の必要性の認識と受診理由の比較において、

「認識あり群」が75人（88.2％）、「認識なし群」が

13人（15.3％）であった。

　健診の必要性の認識と１歳６か月児健診受診理由

とを比較すると「子どもの成長確認のため」では、

健診の必要性の認識で「認識なし群」と比べ「認識

あり群」で「はい」と答えたものが、有意に高かっ

た（p＜0.01）（表４－１）。　　

　3歳児健診受診理由では「子どもの成長確認のた

め」と「子育てについての相談」で「認識あり群」

において「はい」と答えたものが「認識なし群」に

比べ有意に高かった（p＜0.01）（p＜0.05）（表４－

２）。

Ⅳ．考　察

１．基本属性

　Ａ村の４～６歳の男女の割合は、男児339人、女

児337人（平成24年10月末）であり、本研究の対象

は若干男児の割合が多いが偏りはないと考えられ

る12）。また、学歴の大学卒の割合は、北海道での先

行研究13）の15％とほぼ同様の割合であった。

　就業状況は與儀ら10）の研究と比較するとパート

より常勤の割合が高く、専業主婦の割合が低い対象

であった。その理由として、本研究が保育所・幼稚

園の保護者を対象にした者であるため、就業してい

る保護者の割合が高い傾向にあったと考えられる。

育児サポートの有無では91％の者が「あり」と答え

ており、これらは與儀らの研究結果と同じ傾向で

あった。

　健診の必要性の認識では、「幼稚園」と「保育所」

との比較において、「認識なし群」が幼稚園の保護

者に高い傾向がみられた。これらは、未受診者が「幼

稚園」だけにいたことが影響していると考えられる。

今回、保育所で「困らない」と答えたものはいなかっ

たが、認識がある者が答えてくれたと考えられる。

　基本属性と健診必要性認識得点とでは、病院受診

の有無で、定期的に病院受診している者は認識得点

の割合が高かった。病院受診の理由として「発達障

がい」が２人、「喘息」、「血尿」、「右停留精巣」、「扁

桃肥大」があった。先行研究14－15）では、乳幼児健

診を受診する者は健常児であり、何らかの病気や障

害を持っている者の場合や、別の医療機関等で定期

的に健診を受けている場合には受診しない傾向があ

ると報告されており、本研究ではそれとは異なる結

果が出た。その理由として、発達障がいや右停留精

巣、血尿等は健診で早期発見に繋がったものであり、

健診の必要性を強く実感していると考えられる。自

由記載の欄にも「発達障がいが早い段階で分かり、

表４－１．健診の必要性の認識と１歳６か月児健診受診理由

表４－２．健診の必要性の認識と３歳児健診受診理由

複数回答人（%)

健診の必要性の認識
認識あり群 認識なし群
   n=74    n=8 χ2検定

1)早期発見のため 36(48.6) 3(37.5) n.s
2)子どもの成長確認のため 61(82.4) 2(25.0) **
3）子育てについての相談 24(32.4) 0(0.0) n.s
4）交流が持てるから 3(4.1) 0(0.0) n.s
5）他の子の様子が見れるから 23(31.1) 1(12.5) n.s
6）受けるのが当たり前 65(87.8) 7(87.5) n.s
7）医師や周囲の人などに勧められたから0 0 n.s
8）周囲が受けるから 3(4.1) 0(0.0) n.s

s.n)5.21(1)0.0(0くなとんな）9
s.n)5.21(1)0.0(0他のそ）01

*p<0.05 **p<0.01 n.s 有意差なし

複数回答人（%）

健診の必要性の認識
認識あり群 認識なし群
   n=74    n=8 χ2検定

1)早期発見のため 38(51.4) 3(33.3) n.s
2)子どもの成長確認のため 59(79.7) 2(22.2) **
3）子育てについての相談 28(37.8) 0(0.0) *
4）交流が持てるから 6(8.1) 0(0.0) n.s
5）他の子の様子が見れるから 24(32.4) 2(22.2) n.s
6）受けるのが当たり前 64(86.5) 7(77.8) n.s
7）医師や周囲の人などに勧められたから0 0 n.s
8）周囲が受けるから 3(4.1) 0(0.0) n.s

s.n)1.11(1)0.0(0くなとんな）9
s.n)0.0(0)4.1(1他のそ）01

*p<0.05 **p<0.01 n.s 有意差なし
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療育や周りのサポートも受けているので、健診で

もっと細かく気になる子とかを見ていただいて相談

の場、専門医と見てもらえたら、子どもたちの障害

からの不便さや辛さなどを減らしていけるかなと思

いました」といった意見もあった。これらのことか

ら、健診目的の一つである「病気や障がいの早期発

見」において健診を通して病院受診に繋がった者は、

健診の目的を理解しており、健診の必要性を感じて

いるため、必要性の認識が高いと考えられる。

　その他、初産年齢が若い、出生順位が遅い、低出

生体重児、学歴が低いといった項目は多くの研究で、

未受診者の傾向として報告されているが、本研究の

必要性の認識とでは有意な差は見られなかった。そ

の理由として、未受診者が少なかったことが言え、

本研究の限界である。

２． 健診受診状況（受診理由と未受診理由）につ

いて

　ⅰ　受診・未受診割合

　健診受診状況の沖縄県の平均は妊婦健診が約

95.6％（平成18年～平成20年）で、乳児一般健診で

は約87.7％（平成18年～平成20年）、１歳６か月健

診では約85.7％（平成19年～平成21年）、３歳児健

診では約79.9％（平成21年～平成23年）である７－８）。

しかし、本研究の対象者の健診受診者の割合は、平

均よりも高い結果であった。その理由として、回答

者が受診者に偏っていたためであり、それが平均よ

り高い結果となったと考えられる。実際の未受診者

は１歳６か月児健診（平成19年～ 21年）では40人

おり、３歳児健診（平成21年～平成23年）では70人

であった。今回は公立保育所、幼稚園に通う児を対

象としたため、この地域すべての健診対象者を代表

しているとはいえないが、通常公立保育所に通う対

象としては母子家庭であったり、共働きであったり

と先行研究で未受診の傾向が高いとされている者で

ある。そのため、本来はもう少し未受診者がいたと

考えられるが、本研究では未受診者を拾うことはで

きなかったため、このような結果となったと考えら

れる。

　ⅱ　受診理由

　受診理由では「受けるのが当たり前」が一番多かっ

た。その理由として、対象が健診を受診している者

に偏っていたことが考えられる。次いで、「子ども

の成長確認のため」、「早期発見のため」が多く、１

歳６か月児健診も３歳児健診も受診する理由はほと

んど同じであった。これらのことから、健診を子ど

もの成長確認や病気や障がいの早期発見の機会の場

として捉えていることが伺える。反対に、「交流が

持てるから」、「他の子の様子が見れるから」、「子育

てについての相談」といった場としてはあまり捉え

ていないことが伺える。

　ⅲ　未受診理由

　今回、未受診者は少なかったものの、未受診理由

として挙がった「病院で受診したため」と「仕事の

都合のため」は先行研究の未受診理由と同じ傾向で

あった。その他「元気だから受診しなくても大丈夫」

と答えた者は、乳児一般健診・１歳６か月児健診・

３歳児健診ともに未受診であり、自由記載欄では「保

育園、幼稚園でも受けているので仕事を休んでまで

受ける必要性を感じない」と答えており、行政で行

う健診目的についての理解が乏しいと考えられる。

　未受診理由に「面倒なため」と答えたものは、自

由記載で追加として「体重増加に関し要観察であり、

もし増えないなら専門機関の受診を勧められる状態

で。やはり標準よりは低いけど元気だし。また健診

受けたら指導受けるのが面倒でした。」と答えてお

り、十分な説明がされていなかったことや、スタッ

フとの信頼関係が上手く形成されなかった可能性が

考えられる。

３．受診理由と健診の必要性の認識について

　健診の必要性の認識については、「認識あり群」

88.2％、「認識なし群」15.3％であり、健診受診者

を対象とした三国ら11）の研究結果と同様の傾向が

見られた。その理由として、本研究の対象者は受診

者のみではなかったにも関わらず、回答者がほとん

ど受診者だったことがこのような結果となったと考

えられる。
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　受診理由別にみてみると、「子どもの成長確認の

ため」と「子育てについての相談ができるから」と

答えた者が有意に高かった。これら２つの項目は健

診目的から設定したものであり、その他の健診目的

である「早期発見のため」では有意差はなかったも

のの「認識なし群」と比べて「認識あり群」におい

て割合が高い傾向にあった。これらのことから、子

どもの成長確認、子育てについての相談を健診の理

由としている者は、健診の必要性を認識していると

考えられる。

　しかし、「子どもの成長確認のため」と同様に健

診目的から設定した「交流が持てるから」、「他の子

の様子が見れるから」では、「認識あり群」と「認

識なし群」で差は見られなかった。交流や他の子の

様子が見れるといったことは、健診以外の公園や保

育所など他の場でもできることであるので、健診の

必要性の認識と関連しなかったと考えられる。

　集団健診の場は、「病気や障がいの早期発見」、「子

どもの成長を確認してもらえる」、「子育てについて

の相談ができる」場であるとともに、「交流が持て

る」、「他の子の様子が見れる」場でもあるため、集

団健診が子どもの健やかな成長発達を支えるよりよ

い機会となると考える。

　松野ら４）は「保健所が保育所・幼稚園とより密

接な連携を図ることによって、未受診者の中で育児

支援を必要とする事例をより的確に把握し、適切な

育児支援に結び付けることが可能になるのではない

か」と述べている。本研究においても、行政が保育

所と連携をとり、健診の受診勧奨等を行うことでよ

り未受診者を防げるのではないかと考える。

　その他に「認識なし群」において自由記載の中で

「健診での待ち時間も長く、集団健診のメリットを

一切感じていません。」といった意見や「Ａ村の健

診はいつも要領が悪すぎる。待ち時間が長すぎる。

子どものお昼寝時間に設定する意味が理解できな

い。」、「生後間もない子を連れて長時間待っている

のはとても苦痛でした。特に、三人目ともなると上

の子の預け先や三人連れての受診に大変な思いをし

ました。」といった意見も見られ、このような健診

に対する不満から健診の必要性の認識が低くなるこ

とが伺える。

　このような意見は、全体で14件みられた。このこ

とから今後、健診の待ち時間が短くなるような工夫

を行いつつ、集団健診のメリットや健診の必要性を

周知することで、健診受診に繋がることが示唆され

た。

Ⅴ．結　論

１．健診必要性認識得点が高かったのは、定期的に

病院受診している者であり、健診を通して病気や

障害の早期発見につながった者の割合が高かっ

た。

２．受診理由の「子どもの成長確認のため」と「子

育てについての相談」を選択した者は、選択して

いない者に比べ、健診の必要性の認識ありの割合

が高かった。

３．健診において早期発見、子どもの成長確認、子

育てについての相談の３つの項目が健診の必要性

の認識を高めることにつながっていると考えられ

る。今後、健診を行う側もこれらを意識して健診

体制を整え、保護者や保育所にも健診の必要性を

周知していくこと、受診勧奨を行っていくことが

望まれる。

Ⅵ．研究の限界と課題

　今回直接保護者にアンケートを配ることができな

かったため、回収率が低くなったと考えられる。そ

のため、未受診者の回答がほとんど得られず、健診

の必要性の認識の「認識あり群」が多い集団であっ

たと考えられる。今後、未受診者にも回答してもら

えるような工夫が必要である。
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キーワード：幼児、う蝕、歯科保健行動、１歳６か

月児、３歳児

Ⅰ　はじめに

　口腔は、円滑な経口摂取および言語コミュニケー

ションにきわめて重要な役割を果たす器官である。

そのため、 口腔の健康を保つことは、健康で質の高

い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たして

おり、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向

けた取り組みが口腔健康の保持に極めて有効である

として、平成23年に「歯科口腔保健の推進に関する

法律」１）が制定された。なかでも、う蝕予防は口腔

内の健康を維持する上で欠かせないものである。

　う蝕は１歳６か月から３歳にかけて特に増加して

おり、乳歯う蝕は永久歯う蝕との強い関連が認めら

れている。乳幼児期は、歯口清掃や食習慣など基本

的歯科保健習慣を身に付ける時期として非常に重要

であり、乳歯咬合の完成時期である３歳児のう蝕有

病状況の改善は、乳幼児の健全な育成のために不可

欠である２）。

　また、「健康日本21」２）において３歳児のう蝕有

病率は低減したがものの「う蝕のない３歳児の割合

を80％以上にする」という目標は達成されなかった。

歯科口腔保健推進法では、新たに平成34年までに「う

蝕のない３歳児の割合を90％以上にする」という目

標を掲げており、今後も乳幼児う蝕は改善すべき課

題となっている。

　乳幼児う蝕の現状は全国平均で１歳６か月

2.52％、３歳児22.95％となっている（平成21年）。

沖縄県の場合、１歳６か月児3.7％、３歳児 34.2％

であり（平成23年）３）、沖縄県は特に３歳児う蝕有

病率は全国と比較して高いことが課題とされてい

る。そのため、１歳６か月から３歳にかけてのう蝕

予防に取り組む必要がある。

　う蝕に関する研究は多く、先行研究では佐野ら４）

によると間食回数や歯磨き習慣、フッ化物塗布、甘

味飲食などの歯科保健行動がう蝕に影響を与えてい

る。また、１歳６か月時点の授乳状況や哺乳びん使

用がう蝕に関連したという報告５－６）もある。さら

に、１歳６か月から３歳にかけての歯科保健行動

の変化を調べた研究７）も報告されている。う蝕は、

突然発生するのではなく、様々な要因が蓄積されて

発生するため、生活習慣の中でも特に歯口清掃や適

切な食習慣といった歯科保健行動を日々継続するこ

とは、う蝕予防において重要である。

　そこで本研究は、う蝕有病率が県平均並みである

Ａ町を対象として、う蝕と歯科保健行動の継続状況

との関連を明らかにし、３歳児う蝕の発生・悪化の

予防に役立てることを目的とした。

Ⅱ　研究方法

１．対象

　平成23年度でのＡ町の３歳児健診対象者は335人、

受診者264人となっている３）。

　このうち調査対象は、平成23年度にＡ町の３歳児

健診を受診し、過去に１歳６か月児健診も受診した

201人の健診健診受診票である。分析対象は、調査

対象者のうちデータ不備のある31人と１歳６か月健

診時点でう蝕が確認された６人を除いた164人の健

診受診票である。
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２．調査方法

　平成24年７月にＡ町の保健事業を主幹している課

の担当保健師に調査趣旨を研究計画書を提示して説

明した。７月に同課係長に公文書で、調査協力を依

頼し、了解を得たのち、無記名の３歳児健診結果お

よび１歳６か月児健診結果を電子データで受領し

た。データから分析に使用した主な項目は以下の通

りである。（表１）

３．分析方法

　分析方法は表１より以下のように設定した。

　ⅰ．う蝕の有無

　う蝕の有無はｆのむし歯の本数を利用した。１

本以上を「う蝕あり群」、０本を「う蝕なし群」と

して２群に分けた。また、三藤７）の研究を参考に、

むし歯の本数が５本以上を「多数歯う蝕群」とした。

　ⅱ．歯科保健行動

　歯科保健行動はｅを利用し６項目を設定した。３

歳児健診と１歳６か月児健診に共通した項目として

【おやつの時間】、【甘い飲み物】、【仕上げ磨き】の

３項目、１歳６か月児健診のみの項目として【授乳

状況】、【哺乳瓶使用の有無】の２項目、３歳児健診

のみの項目として【フッ素塗布経験】の１項目を設

定した。甘い飲み物は、ジュース類およびイオン飲

料、その他に糖分を含むと考えられる飲料の記載が

１つ以上あれば、「与えている」とした。

　歯科保健行動の継続状況は、１歳６か月児健診お

よび３歳児健診に共通した「おやつ時間」、「甘い飲

み物」、「仕上げ磨き」の３項目の継続状況とう蝕と

の関連を分析した。１歳６か月時点でも３歳時点で

も両時点において、適切な歯科保健行動を行ってい

るものを継続、そうでないものを非継続とした。

（表２）

　ⅲ．基本属性

　表１のａ、ｂ、ｃ、ｄを利用し、【性別】、【出生

順位】、【きょうだい】、【昼間の保育者】、【親の年齢】

の５項目を設定した。出生順位は、佐野４）を参考に、

第１子と第２子以降にわけた。きょうだいは、人数

が２以上を「あり」とした。昼間の保育者は、保育

所と保育所以外に分けた。

　分析にはSPSS　Statistics19を用いて、χ２検定、

ｔ検定、一元配置分散分析を行った。

４．倫理的配慮

　Ａ町の保健事業を主管している課の担当保健師に

調査の趣旨説明について研究計画書を提示して説明

を行った。同課に文書で、調査協力を依頼し了解を

得た。健診受診票の両親・子どもの氏名、住所、母

子健康手帳番号、連絡先を除いた無記名の健診受診

票を電子データで受領した。個人が特定できないよ

うにデータはすべて統計的に処理し分析を行った。

表１．分析に使用した主な項目（１歳６か月児健診
受診票および３歳児健診受診票より一部抜粋）

表２．歯科保健行動の継続状況

項　目 １歳６か月児健診 ３歳児健診 継続状況

おやつ時間 決めている 決めている 「決めている」継続

甘い飲み物 与えていない 与えていない 「与えていない」継続

仕上げ磨き 毎日 毎日 「毎日」継続

ａ．性別 男　・　女

ｂ．出生順位 第　　子

ｃ．昼間の主な保育者 ①父　　②母　　③祖父母

④保育所・幼稚園　　

⑤その他（　　　　）

ｄ．家族状況

　　兄弟姉妹

　　父親

　　母親

　　人（本人を含む）

　　歳　職業（　　　　　　）

　　歳　職業（　　　　　　）

ｅ．生活習慣

おやつの時間は規則正しい

よく飲んでいる飲み物

歯磨きは仕上げ磨きをしている

ミルク・母乳を飲んでいる

哺乳びんを使用している

これまでにフッ素塗布を

受けたことがある

①はい　　②いいえ

①牛乳・ミルク　②お茶・水　　

③ジュース類　④イオン飲料　

⑤その他　※平成22年度から

選択肢［お茶・水］が追加

①毎日　②時々　③していない

①はい　　②いいえ　

①いいえ　②はい

①ある（　定期的　　不定期　　

１回のみ）　　②ない

ｆ．口腔所見

　　むし歯 　　　本
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Ⅲ　結　果

　う蝕状況は、「う蝕なし」群110人（67.1％）、「う

蝕あり」群54人（32.9％）であった。

１．基本属性（表３）

　児の性別は男児84人（51.2％）、女児80人（48.8％）

であった。出生順位は「第１子」67人（40.9人）、「第

２子以降」97人（59.1％）であった。きょうだいは「な

し」24人（14.6％）、「あり」140人（85.4％）であった。

昼間の主な保育者は「保育所」146人（89.0％）、「保

育所以外」18人（11.0％）であった。父親の平均年

齢は35.43（±7.00）、母親の平均年齢は33.28（±5.96）

であった。いずれの項目でも、う蝕の有無との有意

差は見られなかった。

２．基本属性と歯科保健行動

　ⅰ．１歳６か月時点の基本属性と歯科保健行動

　　　（表４）

　おやつ時間を「決めている」群は、昼間の保育者

が「保育所」100人（73.5％）が「保育所以外」36

人（26.5％）に比べ有意に高率であった。仕上げ磨

きを「毎日」している群では、「第１子」38人（36.0％）

が「第２子以降」65人（63.1％）に比べ有意に低かっ

た。甘い飲み物、ミルク/母乳を飲ませているか、

哺乳びん使用については、いずれの基本属性の項目

も有意な差は見られなかった。

　ⅱ．３歳時点の基本属性と歯科保健行動 （表５）

　おやつ時間を「決めている」群では、きょうだい「あ

り」113人（88.3％）が「なし」15人（11.7％）に比べ、

有意に高率であった。甘い飲み物を「与えていない」

群では、きょうだい「あり」102人（83.5％）が「なし」

12人（10.5％）に比べ、有意に高率であった。また、

母親の平均年齢が高いほど仕上げ磨きの実施率が低

くなっており、有意な差が見られた。フッ素塗布経

験では、昼間の保育者が「保育所」120人（91.6％）

が「保育所以外」11人（8.4％）に比べ有意に高率

であった。

３．う蝕と歯科保健行動

　ⅰ．１歳６か月時点の歯科保健行動

　おやつ時間を「決めている」136人（82.9％）、哺

乳びんを「使用していない」119人（72.6％）、甘い

飲み物を「与えていない」115人（70.1％）、仕上げ

磨きを「毎日」している103人（62.8％）、ミルク/

母乳を「飲ませていない」99人（60.4％）の順で高

率であった。仕上げ磨きを「毎日」行っている群は「う

蝕なし」の割合が高い傾向が見られた。（p＜0.087）

また、甘い飲み物を「う蝕なし」群と「多数歯う蝕」

群で比較すると、１歳６か月時点で甘い飲み物を「与

えている」ものは「多数歯う蝕」群に有意に高い傾

向が見られた。（p＜0.081）しかし、いずれの項目

でも、う蝕なし群とう蝕あり群で有意差は見られな

かった。

　ⅱ．３歳時点の歯科保健行動（表６）

　フッ素塗布経験「あり」131人（79.9％）、おやつ

表３．基本属性（３歳時点）
人(％) M(±SD)

χ²検定

児の性別
男児 84 (51.2) 60 (54.5) 24 (44.4) ns

女児 80 (48.8) 50 (45.5) 30 (55.6)
出生順位

第１子 67 (40.9) 46 (41.8) 21 (38.9) ns

第２子以降 97 (59.1) 64 (58.2) 33 (61.1)
きょうだい

なし 24 (14.6) 16 (14.5) 8 (14.8) ns

あり 140 (85.4) 94 (85.5) 46 (85.2)
昼間の主な保育者

保育所 146 (89.0) 98 (89.1) 48 (88.9) ns

保育所以外 18 (11.0) 12 (10.9) 6 (11.1)
親の年齢 t検定

　　　父親 35 (±7.00) 35 (±6.36) 36 (±8.36) ns 

母親 33 (±5.96) 33 (±5.48) 34 (±6.89) ns 

全体 う蝕なし う蝕あり
N=164 n=110 n=54

ns:有意差なし  
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時間を「決めている」128人（78.0％）、仕上げ磨き

を「毎日」している127人（77.4％）、甘い飲み物を「与

えていない」114人（69.5％）の順で高率であった。

　おやつ時間を「決めている」群は「う蝕なし」が

有意に高率であった。また、仕上げ磨きを「毎日」行っ

ているものは「う蝕なし」が有意に高く、「時々」と「し

ていない」では「う蝕あり」が有意に高率であった。

フッ素塗布経験とう蝕に有意な差は見られなかった

が、う歯数の平均では、フッ素塗布経験が「あり」

群が「なし」群に比べ、う歯の平均本数が少ない傾

向が見られた。（p＜0.092）甘い飲み物とう蝕の有

意差は見られなかった。

４．う蝕と歯科保健行動の継続状況（表７）

　仕上げ磨き「毎日」継続群は、「う蝕なし」の割

合が有意に高かった。おやつ時間と甘い飲み物の継

続とう蝕については、有意な差は見られなかった。

Ⅳ　考　察

１．基本属性

　ⅰ．基本属性とう蝕

　三藤７）によると、出生順位が遅いほど有病率が

高かったと報告している。しかし、本研究の「第1子」

は「第２子以降」に比べて１歳６ヶ月時点での仕上

げ磨きの実施率も有意に低かった。これらの第１子

で見られた歯科保健行動とう蝕との有意差は、「第

２子以降」では見られなかったものであることから、

本研究の第１子の特徴により出生順位とう蝕に有意

差が見られなかったと考える。

　また、牧内８）によると、昼間の保育者が保育所

のものは有意にう蝕有病率が低かったと報告してい

る。保育所に通うことはそうでない場合に比べ、生

活リズムが確立しやすく、保育所ではみがきを実施

し、おやつ時間も規則的である可能性が高いことが、

う蝕有病率の低さに関連したと考える。しかし、本

研究においては、３歳時点での昼間の保育者が「保

育所以外」の内訳（複数回答可）をみると少なくと

も「母親」が保育者であるものが17人であった。こ

のことから母親の子育てにかける時間的余裕があ

り、保育所ではなく母親自身で子どもを養育しよう

という意識が高い可能性があることが、「昼間の保

育者」においてう蝕の有無の有意差が見られなかっ

たと考える。

　ⅱ．基本属性と歯科保健行動

　きょうだいと歯科保健行動において、１歳６か月

時点ではいずれの項目も有意差が見られなかった

が、３歳時点では、おやつ時間と甘い飲み物で有意

差が見られた。きょうだい「あり」の親は、これま

での育児経験があることで、きょうだい「なし」の

表４．１歳６か月時点の基本属性と歯科保健行動 
人(％) 　　M(±SD)

χ²検定
児の性別

男児 72 (52.9) 12 (42.9) ns 62 (53.9) 22 (44.9) ns 56 (54.4) 27 (48.2) 1 (20.0) ns 31 (47.7) 53 (53.5) ns 66 (55.5) 18 (40.0) ns
女児 64 (47.1) 16 (57.1) 53 (46.1) 27 (55.1) 47 (45.6) 29 (51.8) 4 (80.0) 34 (52.3) 46 (46.5) 53 (44.5) 27 (60.0)

出生順位
第１子 55 (40.4) 12 (42.9) ns 46 (40.0) 21 (42.9) ns 38 (36.9) 29 (51.8) 0 (0.0) * 28 (43.1) 39 (39.4) ns 46 (38.7) 21 (46.7) ns

第２子以降 81 (59.6) 16 (57.1) 69 (60.0) 28 (57.1) 65 (63.1) 27 (48.2) 5 (100.0) 37 (56.9) 60 (60.6) 73 (61.3) 24 (53.3)
きょうだい

なし 47 (34.6) 12 (42.9) ns 39 (33.9) 20 (40.8) ns 37 (35.9) 22 (39.3) 0 (0.0) ns 28 (43.1) 31 (31.3) ns 39 (32.8) 20 (44.4) ns
あり 89 (65.4) 16 (57.1) 76 (66.1) 29 (59.2) 66 (64.1) 34 (60.7) 5 (100.0) 37 (56.9) 68 (68.7) 80 (67.2) 25 (55.6)

昼間の保育者
保育所 100 (73.5) 12 (42.9) ** 80 (69.6) 32 (65.3) ns 65 (63.1) 43 (76.8) 4 (80.0) ns 86 (132.3) 26 (26.3) ns 40 (33.6) 72 (160.0) ns

保育所以外 36 (26.5) 16 (57.1) 35 (30.4) 17 (34.7) 38 (36.9) 13 (23.2) 1 (20.0) 33 (50.8) 19 (19.2) 25 (21.0) 27 (60.0)
親の年齢 t検定

父親 31.34 (±10.45 28.43 (±12.96) ns 32.11 (±8.15) 27.86 (±15.32) ns 31.26 (±9.49) 30.16 (±1.71) 29.80 (±7.68) ns 31.32 (±12.68) 30.53 (±9.66） ns 30.81 (±10.60) 30.93 (±11.88) ns
母親 31.30 (±6.51) 30.89 (±6.29) ns 31.56 (±5.42) 30.47 (±8.41) ns 31.00 (±5.65) 31.21 (±7.78) 36.20 (±2.06) ns 31.6 (±7.71） 30.99 (±5.51) ns 31.44 (±5.85) 30.69 (±7.88) ns

ns:有意差なし *:p＜0.05 **:p<0.001

n=65 n=99 n=119 n=45
していない 飲ませている

んび乳哺乳母/ｸﾙﾐ
飲ませていない 使用していない 使用している

n=103 n=56 5=n94=n511=n82=n631=n
毎日 時々

き磨げ上仕間時つやお 甘い飲み物
決めている 決めていない 与えていない 与えている
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親に比べておやつ時間や甘い飲み物などの習慣をつ

けさせることに慣れているのではないかと考える。

　また、１歳６か月時点で昼間の保育者が「保育所」

のものは「保育所以外」に比べ、おやつ時間を「決

めている」割合が有意に多く、黒瀬９）は保育所で

の養育は間食の規則性が生じやすいと報告している

ことから、保育所に通うことは規則正しい習慣の形

成に影響を与えていると考えられる。

　出生順位と歯科保健行動の関連では、仕上げ磨き

に有意差が見られた。１歳６か月時点では、「第１

子」が「第２子以降」に比べて仕上げ磨きを「毎日」

行っている割合が有意に低かった。しかし、３歳時

点での仕上げ磨きに出生順位での有意差は見られな

かった。第１子が３歳時点では仕上げ磨き実施が向

上しているのに対し、第２子以降の実施率は低下し

ているが、人数は変わらないことから、第２子以降

表５．３歳時点の基本属性と歯科保健行動

表６．う蝕と３歳時点の歯科保健行動 表７．う蝕と１歳６か月から３歳までの歯科保健行動継続状況

人(％) 　　M(±SD)

χ²検定
児の性別

男児 68 (53.1) 16 (44.4) ns 62 (54.4) 22 (44.0) ns 65 (51.2) 17 (53.1) 2 (40.0) ns 66 (50.4) 18 (54.5) ns
女児 60 (46.9) 20 (55.6) 52 (45.6) 28 (56.0) 62 (48.8) 15 (46.9) 3 (60.0) 65 (49.6) 15 (45.5)

出生順位
第１子 52 (40.6) 15 (41.7) ns 42 (36.8) 25 (50.0) ns 63 (49.6) 4 (12.5) 0 (0.0) ns 54 (41.2) 13 (39.4) ns

第２子以降 76 (59.4) 21 (58.3) 72 (63.2) 25 (50.0) 64 (50.4) 28 (87.5) 5 (100.0) 77 (58.8) 20 (60.6)
きょうだい

なし 15 (11.7) 9 (25.0) * 12 (10.5) 12 (24.0) * 21 (16.5) 3 (9.4) 0 (0.0) ns 19 (14.5) 5 (15.2) ns
あり 113 (88.3) 27 (75.0) 102 (89.5) 38 (76.0) 106 (83.5) 29 (90.6) 5 (100.0) 112 (85.5) 28 (84.8)

昼間の保育者
保育所 116 (90.6) 30 (83.3) ns 101 (88.6) 45 (90.0) ns 115 (90.6) 28 (87.5) 3 (60.0) ns 120 (91.6) 26 (78.8) *

保育所以外 12 (9.4) 6 (16.7) 13 (11.4) 5 (10.0) 12 (9.4) 4 (12.5) 2 (40.0) 11 (8.4) 7 (21.2)
親の年齢

父親 35.51 (±7.32) 35.13 (±5.71) ns 34.83 (±6.47) 36.95 (±8.08) ns 34.54 (±6.34) 37.48 (±6.90) 48.50 (±12.12) ns 35.09 (±6.55) 36.86 (±8.63) ns
母親 33.32 (±6.04) 33.17 (±5.76) ns 33.20 (±5.49) 33.47 (±6.99) ns 32.75 (±5.75) 34.00 (±5.59) 42.00 (±7.56) ** 33.24 (±5.75) 33.45 (±6.82) ns

ns:有意差なし　　 *:p<0.05 **:p<0.01

フッ素塗布経験き磨げ上仕間時つやお 甘い飲み物
決めている

n=32
していない

n=128 n=36 n=114
時々決めていない

n=127
毎日与えていない ある なし

n=131 n=33n=5
与えている

n=50

 
 

 
 人(％)

χ²乗検定

おやつの時間
決めている 128 (78.0) 92 (83.6) 36 (66.7) *

決めていない 36 (22.0) 18 (16.4) 18 (33.3)
甘い飲み物

与えていない 114 (69.5) 76 (69.1) 38 (70.4) ns

与えている 50 (30.5) 34 (30.9) 16 (29.6)
仕上げ磨き

毎日 127 (77.4) 92 (83.6) 35 (64.8) **

時々 32 (19.5) 18 (16.4) 14 (25.9)
していない 5 (3.0) 0 (0.0) 5 (9.3)

フッ素塗布経験
あり 131 (79.9) 90 (81.8) 41 (75.9) ns

なし 33 (20.1) 20 (18.2) 13 (24.1)
ns:有意差なし　*:p＜0.05　　**:p＜0.01

全体
N=164

う蝕なし
n=110

う蝕あり
n=54

 

おやつの時間 継続 116 (70.7) 82 (74.5) 34 (63.0) ns
「決めている」 非継続 48 (29.3) 28 (25.5) 20 (37.0)

甘い飲み物 継続 91 (55.5) 61 (55.5) 30 (55.6) ns
「与えていない」 非継続 73 (44.5) 49 (44.5) 24 (44.4)

仕上げ磨き 継続 90 (54.9) 68 (61.8) 22 (40.7) **
「毎日」 非継続 74 (45.1) 42 (38.2) 32 (59.3)

ns:有意差なし **:p＜0.01

χ²乗検定
全体

N=164
う蝕なし
n=110

う蝕あり
n=54
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は３歳時点でも仕上げ磨きの実施状況は変化してい

なかった。

　大岡10）が行った生後10～13か月の児と保護者を

対象に行った実態調査によると、歯磨きについて心

配だと回答した割合が第１子の保護者で有意に高

かったと報告していることから、第１子の親は育児

経験がなく、育児の知識や技術が乏しいことが１歳

６か月時点での仕上げ磨きの実施率の低さに影響し

たと考える。

　また、藤井11）によると、衛生習慣に関する育児

意識の中で歯磨きを注意している割合は第１子、第

２子、第３子以上の順に高いと報告しており、「第

２子以降」の親は少なくとも２人以上のきょうだい

がいることで複数の子どもの育児を行う負担がある

ことから、「第２子以降」の親は「第１子」の親に

比べ、児や歯磨きへの意識が低く、育児負担が増加

し十分な仕上げ磨きを行えていない可能性が考えら

れる。さらに、実施率が変化しないことは、仕上げ

磨きを毎日行っているものはそのまま継続している

が、その反面仕上げ磨きを実施しないものもそのま

まの状態が継続されていると考える。

　出生順位ごとにみると、「第１子」は１歳６か月

時点で親が仕上げ磨きの方法や必要性の理解が十分

ではないこと、「第２子以降」は親の認識の低さや、

仕上げ磨きを「時々」あるいは「していない」習慣

が継続しやすいことが、それぞれの仕上げ磨きにつ

いての課題であると考える。

２．歯科保健行動

　ⅰ．おやつ時間とう蝕

　１歳６か月時点でのおやつ時間とう蝕について、

本研究では有意差が見られなかった。その理由とし

て、本研究において、１歳６か月時点でおやつ時間

を決めているものは沖縄県76.5％、Ａ町76.9％ 12）で

あったのに対して、本研究の対象はおやつ時間を

決めている割合は「う蝕なし」82.7％、「う蝕あり」

83.3％となっており、う蝕の有無に関わらず、全体

として沖縄県やＡ町よりも、おやつ時間を決めてい

るものが高いという集団の特徴が要因の一つと考え

る。

　３歳時点では、おやつ時間とう蝕の有無に有意な

差が見られた。おやつ時間を「決めている」群は「う

蝕なし」の割合が有意に高く、おやつ時間を決める、

つまり間食の規則性をつけることは、う蝕予防につ

ながることが示唆された。

　ⅱ．甘い飲み物とう蝕

　１歳６か月時点および３歳時点での甘味飲料摂取

頻度とう蝕について、本研究では有意差が見られな

かった。しかし、「う蝕なし」群と「多数歯う蝕」

群の比較では、１歳６か月時点で甘い飲み物を「与

えている」ものは「多数歯う蝕」群に有意に高い傾

向が示されたことは、三藤７）と同様の結果であった。

１歳６か月時点は３歳時点に比べて、甘味飲料摂取

するとう蝕が重症化しやすい可能性が示唆された。

　三藤７）によると、ジュースやスポーツ飲料の摂

取頻度、１日摂取量がう蝕有病率に関連していると

報告しているが、本研究では甘味飲料摂取の有無し

か把握できなかったため、今後は甘味飲料摂取状況

の詳細を検討し、う蝕との関連を見ていく必要があ

る。

　ⅲ．仕上げ磨きとう蝕

　１歳６か月時点では見られなかった有意差が、３

歳時点で見られたことは、３歳時点までの仕上げ磨

き実施状況がう蝕に関わることが示されたと考え

る。「毎日」の仕上げ磨きが行われている児は仕上

げ磨きを「時々」や「していない」児に比べ、口腔

内が常に清潔な状態で保たれており、う蝕の発生し

にくい口腔状態となっていたと考える。毎日の仕上

げ磨きはう蝕予防において重要であることが示唆さ

れた。 

　ⅳ．授乳状況とう蝕

　授乳状況とう蝕有病率について、1歳６か月時点

で「母乳またはミルクを飲んでいる」という質問項

目に対して２歳６か月時点でのう蝕有病率に有意差

は見られなかったと阿部13）は報告しており、う蝕

有病時期は異なるものの、本研究においても同様の

傾向が見られた。また、溝口５）によると１歳６か
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月時に母乳摂取を継続していると、１歳６か月時か

ら３歳時にかけてのう蝕発生のリスクが高まると報

告している。また、三藤７）は１歳６か月時点での

就寝時授乳が３歳時のう蝕有病率に有意差があると

報告している。このことから、授乳の有無だけでな

く授乳形態や授乳時期がう蝕発生に関連している可

能性があるため、今後検討する必要がある。

　ⅴ．哺乳びんとう蝕

　哺乳びんの使用とう蝕の有無では有意な差がみら

れなかったことは、佐野４）の研究と同様の結果で

あった。しかし、哺乳びん使用の有無や使用期間に

よってう蝕有病率に有意差が見られたという報告も

ある６－７）。また、哺乳びんによる含糖飲料摂取や就

寝時の哺乳びん使用頻度がう蝕と関連していたの報

告もある13）。

　このことから、哺乳びん使用がう蝕罹患に直接影

響するのではなく、哺乳びんが使用される状況に

よってう蝕のリスクが高くなることが考えられる。

本研究では、哺乳びん使用の有無のみの把握だった

ため、今後詳細を把握していく必要がある。

　ⅵ．フッ素塗布経験とう蝕

　フッ素塗布は歯質の強化対策として推奨され、

フッ素塗布経験のある児の増加を目標として掲げら

れている２）。本研究においては、フッ素塗布経験と

う蝕有病率に有意な差は見られなかったが、フッ素

塗布経験「あり」が「なし」に比べ、う歯の平均本

数が少ない傾向が見られたことから、フッ素塗布は

う蝕の悪化防止に一定の効果が見られると考える。

３．歯科保健行動の継続状況

　ⅰ．仕上げ磨きの継続とう蝕：

　仕上げ磨き「毎日」継続群は、非続群に比べ「う

蝕なし」が有意に高いことが示された。１歳６か月

時に仕上げ磨きをしていた群は３歳時点においても

その習慣は継続しやすく、有病率も軽度であると報

告７）されている。このことから、仕上げ磨きをよ

り早い時期から開始し、１歳６か月時点までに習慣

づけておくことで、その後も仕上げ磨きの習慣が継

続されう蝕予防につながることが考えられる。

　ⅱ．規則的なおやつ時間の継続とう蝕

　おやつ時間「決めている」継続群と非継続群では

有意な差は見られなかった。しかし、１歳６か月時

点でおやつ時間を「決めている」が、３歳時点では「決

めていない」に変化した群は、う蝕有病率が有意に

高いことが示された。１歳６か月時点は離乳を完了

し、母乳や人工乳以外の食物から栄養を取る時期で

あるため、この期間に親の食事や間食に対する意識

が低下した可能性あり、それによって不規則な間食

習慣へと変化し、う蝕発生に繋がった可能性が考え

られる。

　ⅲ．甘い飲み物の継続とう蝕

　甘い飲み物を「与えていない」継続群と非継続群

では、有意な差は見られなかった。しかし、甘い飲

み物を１歳６か月時点では「与えていない」が、３

歳時点で「与えている」に変化した群では、う蝕有

病率が高いことが有意に示された。１歳６か月時点

で甘い飲み物を与えていない場合でも、３歳では与

えるようになることが、う蝕発生につながった可能

性が考えられるため、３歳時点で甘い飲み物を与え

ないようにすることが重要である。

Ⅴ　研究の限界と今後の課題

　本研究では、歯科保健行動に対する親の認識や歯

科保健行動の実施に影響を与える要因までは特定で

きなかった。また、歯科保健行動において、おやつ

を与える回数や内容、甘い飲み物の摂取頻度や１日

摂取量など、歯科保健行動の実施の有無だけでなく

詳細を今後検討していく必要がある。

　さらに、本研究はＡ町の３歳児健診および１歳６

か月児健診のいずれも受診したものを対象とした。

そのため、本研究の結果がＡ町の３歳児の全体像と

は言い切れず、今後さらに一般化できるデータとす

るため検討していく必要がある。

Ⅵ　結　論

１．本研究において、３歳時点のう蝕予防には仕上

げ磨き、次いでおやつ時間を決めることが効果的

である。特に、仕上げ磨きに関しては、１歳６か
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月時点から仕上げ磨きを毎日継続することでより

う蝕予防の効果が高まることが示された。そのた

め、仕上げ磨きの実施を促すだけでなく、毎日実

施すること強調して呼びかけていく必要である。

２．Ａ町では１歳６か月時点において第１子が第２

子以降に比べ、仕上げ磨き実施率が低いことが示

された。３歳時点において第２子以降は第１子に

比べ仕上げ磨きの実施率が低いことが示された。

３．Ａ町では、１歳６か月以前の乳児健診などの時

期から、すべての親に対して「毎日」の仕上げ磨

きの重要性を認識してもらい、特に「第１子」の

親には歯科衛生士等と連携し、仕上げ磨きの実施

を促す支援の強化行うことで、う蝕予防につなが

ると考える。
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Ⅰ．はじめに

　保育園に看護師が配置され、保育看護が実践され

はじめて40年以上が経過している。看護師はこれま

で乳児の保育実践者として配置されることが多かっ

た。また各保育園には園医と呼ばれる嘱託医が配置

され、子どもの医療的な面での役割を担っている。

しかし、病児・病後児保育やアレルギー除去食児の

対応、発達面での気になる子どもの保育、多様な疾

患を持つ子どもの保育など、医療的な面での支援が

多く求められるようになり、園医の配置だけでは対

応が難しい状況がみられる。看護師を配置すること

により、嘱託医と看護師が連携を図り、実際の保育

の場での対応を図ることが求められるようになっ

た。しかし、全国的な看護師不足や待遇上の問題、

また看護師の経験不足から十分な健康支援ができな

いことなどの理由により、看護師が定着せず、看護

師の確保に苦労している保育園が多いとの実態もみ

られる１－２）。　　　　　

　筆者はこれまで医療を要する子どもの保育につい

て研究をすすめてきた。入院している子どもの生活

支援、発達支援が十分ではない状況に、小児病棟に

保育士が配置されることで子どもが子どもらしい生

活を維持できるのではないかと考え、医療保育の実

践を検討してきた。その結果、小児病棟の保育士の

配置推進、さらに業務内容を明確にし、医療保育の

質向上が図られた。しかし、子どもは入院により一

時期を病院という特殊な環境で生活するが、退院後

には通常の生活、健常児と同様の生活をすることと

なる。乳幼児が退院後にどのような保育を受けるこ

とができるのか、また障害のある子ども、医療的な

ケアを要する子どもなど、病児や病後児が通常の保

育園で安心して保育を受けることができるのか現状

を把握したいと考えた。そこで、保育園の看護師の

配置実態について明らかにすること、さらに看護師

が配置されることでどのような問題や課題があるの

か調査した２）。全国保育園保健師看護師連絡会３－４）

によると、平成19年現在、保育園には約5000人の看

護職が働いているとされている。また、福井５）は、

各都道府県の保育園看護師の平均配置率は20％程度

であると述べている。金城の調査でも先行研究と同

様の配置率であったが、都市部での配置、0歳児人

数が多い保育園、保育規模（人数）の大きい保育園

に配置される率が高いことが明らかにされた。　　

　保育園看護師に期待する業務内容では、田中６）

が保育士から「医療職として知識情報の提供、異常

の早期発見、緊急時の対応」等が求められていると

のべているが、金城２）の調査でも同様の結果を得

ている。しかし、園長は看護師に対し、医療的な判断、

医療的な処置を求めるが、看護師が十分に専門性を

発揮しているとは言い難いとの回答を寄せた。その

一因として、看護師は医療現場では細分化された専

門領域で働き、すべての看護師が小児看護を経験す

ることはなく、子どもの感染症の判断など難しい対

応をせまられる事が多く、専門外の内容に十分な判
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断を示せないことがあげられた。多様な保育ニーズ

のある保育園が、子どもと保護者、職員の健康を保

持し、子どもを中心とした保育が実践できるために

は、看護師の配置が必要であり、看護師としての十

分な役割、専門性を発揮することが求められる。

　「保育園で看護師としてどのような業務をしたら

よいのかわからない」「小児の経験がないので不安」

など、保育園看護師からさまざまな意見が聞かれて

いる。吉川７）、藤城・宮崎・国分ら８）が保育園看

護師の役割について報告しているが、保育園看護師

の配置推進に向けてどのような支援が必要であるの

か、現状の把握と具体的な支援体制構築に向けた取

り組みが必要ではないかと考える。

　そこで、子どもと保護者および保育者の健康支援

を進める職種である看護師の研修機会を提供する一

方法として、勉強会・研修会を企画、実施し、具体

的な支援体制について検討した。

Ⅱ．研究目的

　保育園に働く看護師の支援として実施してきた定

期的な勉強会・研修会の内容を評価し、どのような

支援が必要か検討する。 

Ⅲ．研究方法

１）研究デザイン

　定期的に開催した勉強会・研修会の内容（ICレ

コーダーに録音）を逐語録におこし、内容を項目ご

とに分類した。また、第８回目の勉強会・研修会終

了後に、参加者から意見を聴取し、分析した。

２）研究期間

　平成23年８月～平成25年８月

３）勉強会・研修会の開催

　第１回開催前にＯ県Ｙ地区の２園の園長と保育士

を対象に勉強会、相談会を実施し、Ｙ地区をフィー

ルドとした研究的な取り組みとしての定例会開催に

向けた調整を実施した。その後、平成23年９月23日

に「保育園における看護師の情報交換会と学習会」

として第１回勉強会・研修会を開催した。勉強会・

研修会は２カ月に１回定例化し、参加職種も看護師、

保育士、栄養士等、さまざまな職種が自由に参加、

発言できる場とした。

４）倫理的配慮

　勉強会・研修会の内容は毎回ICレコーダーに録

音し、逐語録におこして議事録にまとめた。その際、

園や個人が特定されないよう、園名や個人名は記号

化し、事例については年齢のみ記載すること、書記

は２名が担当し、情報漏出がないように逐語録にお

こした時点でICレコーダーの内容は削除すること

とした。また、情報提供時は園長の了承を得たうえ

で行い、毎回の議事録は参加者および各園の園長に

提供することとした。

　第８回目の参加者の評価については、研究として

まとめ、学会発表をすることを伝えた。評価内容に

ついては、個人が特定されないように、個人情報保

護に留意することを伝えた。

　倫理的配慮については、会の開始時に司会から伝

えられ、参加者の同意を得たうえで実施した

Ⅳ．結　果

１．勉強会・研修会の実施と評価

　勉強会・研修会は、毎回２～３時間を要した。ミ

ニレクチャーと各園からの情報提供や相談内容で構

成し、医療的判断を要する内容については小児科医

のアドバイスを適宜取り入れた。第１回目から第７

回目までの内容についてまとめ、一部を表１に示し

た。

　勉強会・研修会は看護系大学の小児看護学を担当

する教員（研究者であり、勉強会・研修会の支援者：

以下支援者とする）と保育園看護師が話し合いをし

たうえでテーマを設定し、ミニレクチャーと各園か

らの話題・情報提供を行った。ミニレクチャーはテー

マにそって、事前に支援者が小児科医や関連する専

門家から情報を得たうえでレクチャーした。また、

関連学会等の最新の情報を織り交ぜて提供した。情

報提供では「アレルギー児の対応」に関するものが

多く、アレルギー児受け入れのためには保護者から

どのような情報を得たらよいのか、また除去食への
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配慮等が話題とされた。また「保育保健計画の立案」

では、園による特徴だけではなく、看護師としての

視点から立案する等の工夫が紹介され、情報提供さ

れていた。事例では、腫瘍のため片目摘出を受けた

児への事故予防や保育において気をつけることを確

認したり、硬貨を誤って飲み込んだ事例、口唇口蓋

裂児の食事についての注意点など、多様な事例が提

供され、学習の機会としていた。予防接種について

はポリオの扱いやHibワクチンの接種、予防接種ス

ケジュール、インフルエンザ解熱後の登園時期等に

ついて話し合いが行われた。インフルエンザ解熱後

の登園時期については、園による解釈の違いがあり、

さらに保護者と保育者や、保育者間でも意見が違う

ことが明らかになった。O県内での対応と解釈につ

いて小児科医の意見を求め、最終的には解熱後72時

間と時間単位で判断するという方針を指導していた

だき、統一した対応をはかることとなった。勉強会・

研修会では疑問や確認事項について、相互の情報交

換だけではなく、必要時には専門家のアドバイスを

受けたり、具体的な医療情報については小児科医に

確認するなど、適切な情報収集につとめた。そのう

えで各園、各自が持ち帰り、日々の保育の参考とし

た。

２．勉強会・研修会の評価

　第８回の勉強会・研修会において看護師および保

育士で協力が得られた参加者を対象に、会に対する

評価を行った。グループでの聞き取りを行い、内容

をまとめた。

・一人で悩むことが多かったが、相談できる場があ

ることで業務をするうえでの不安が少なくなった 

・他の園での対応を聞き、「ああそうか、そのよう

な方法がよいのか」など、他園がモデルとなり、

実践に生かすことができた 

・看護師がいることを保護者にどのように伝えたら

よいのかわからなかったが、会でいろいろな話を

聞き、看護師の専門性を保護者に提供する方法が

学べた 

・保育の場で仕事をするうえで、勉強会が効果的な

場となっている 

・悩んでいたことが、会に来て解決できることが多

く、会への参加が楽しみになっている

・発達が気になる子どもへの対応について、会が中

心となり、大きな講演会を開催できたことはすご

い。会の力で大きな学びができたし、具体的な対

応の方法を学び、すぐに日々の保育に活用できた

・看護師を配置する園が増えた

・毎回、何か持ち帰ることができる会であり、満足

している

・会の時間が午後であり、参加できないことがある。

時間を調整できるといいが・・・

・アレルギー児が医師の対応に不満があったが、勉

強会での意見を伝えたところ、保護者からよい評

価をいただいた

Ⅴ．考　察

　勉強会・研修会は、毎回予定時間をオーバーして

ディスカッションが行われることが多く、提供され

る情報もかなり多い。勉強会・研修会は一方的な講

義形式ではなく、参加者が対応に苦慮した場面や効

果的な対応等をディスカッションすることで、相互

に具体的な内容を学ぶことができるようにしてい

る。そのため、学習の場として活用できていること

が参加者の意見から示唆された。また、保育関連の

学会での話題を取り入れ、アレルギーや感染症など

の最新の情報が提供されており、参加者が一緒に

なって学習、検討していた。さらに、園長が参加す

ることで、園長会でのトピックス的な内容が紹介さ

れ、保育について考える機会となると同時に保育の

実践へとつなげていた。勉強会・研修会は一人配置

で業務を模索する看護師のための勉強会として開催

してきたが、毎回保育士や栄養士、社会福祉協議会

の事務担当、地域の保健師等の参加を得ている。子

どもに関わる多職種が保育看護について、さらに乳

幼児の育児や発達支援をディスカッションすること

は、地域の育児力の向上につながると考える。

　保育の場での看護を模索する看護師にとって、勉

強会・研修会は安心して業務をするための場として

活用されていることが明らかになった。保育看護の

実践者として、さらに保育に必要な看護、医療を提
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供できるようにするためにも、今後も現状に即した

問題をタイムリーにディスカッションできる場が必

要である。一方向的な研修会ではなく、看護師自ら

が支援者となり、学習者となることができる相互支

援体制の整備が重要である。そのためには、1保育

園の看護師として業務するだけではなく、園ごとの

交流、地域間の交流をはかる保育園看護師の学習・

相談の機会の拡充、さらにはネットワークの構築が

必要であろう。 

Ⅵ．おわりに

　保育園看護師の勉強会・研修会を継続実施し、そ

の評価を行った。最新の情報を加味したミニレク

チャーや各園からの情報提供は看護師の業務への取

り組みを支援し、安心した業務の提供につながって

いた。しかし、勉強会・研修会が看護師自身の主体

的な取り組みになるためには、さらに会を重ね、医

師や保健師等との連携を図りながら、情報発信でき

る会になる必要がある。今回、勉強会・研修会を開

催させていただき、多くの情報をいただくことがで

き、貴重な情報をより多くの保育園看護師に発信で

きればと考えている。しかし、まだ保育園の看護師

の存在が十分に認知されていない状況があり、その

うえ非常勤雇用等の身分保障が十分ではない状況が

あり、今後も保育園看護師の配置に関する研究的取

り組みは重要であると考える。

＊Ｙ地区の勉強会・研修会および本論文作成には文

部科学省科学研究費助成（基盤研究（C）、研究

代表者：金城やす子、課題番号24593397、「医療

的ニーズのある子どもの保育・看護を実践するた

めのシステム作りに関する研究」）を受けて実施

した。
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表１．勉強会・研修会の内容

回 ミニレクチャー 話題・情報提供 相談内容 事　　　例

１

・健診の受け方
・予防接種について
・沖縄県内の保育園
　看護師の配置の実態
・季節による流行性の疾

患

・嘱託医との連駅につい
て

・看護だよりの発行に向
けて

・看護日誌の記載
・保護者に看護師がいる

ことを伝える
・保育業務について
・家庭との連携の取り方

・熱性けいれんの対応
・発熱時の保護者への連

絡のタイミング
・投薬の扱い
・蜂に刺された場合の対

応

・ひどい便秘
・３歳児健診を受けてい

ない保護者への対応、
一緒に健診に行く

２

・保育園における保健計
画の立案

・感染症ガイドラインの
使用

・抗生剤使用時の下痢
・乳児の下痢の対処
・リンゴ病の対処
・アレルギー児の軟膏に

ついて
・創傷処置の方法
・イソジンうがいの使い

方
・予防接種の知識

・虫歯予防
・アレルギーで肌荒れの

ある子の皮膚ケアにつ
いて

・軟膏の使い方
・おむつかぶれの対応

・３歳児、太りすぎの子
どもへの対応

・10 ヶ月で太りすぎ、
健診で指導、食後のミ
ルク量を減らしている

・５歳児の体調不良児
・夜尿の子ども

３

・放射能から子どもを守
るためには

・保育園における事故予
防

・緊急時の処置と職員の
体制について

熱中症、歯が抜けた、
目のけが
おでこのけが、頭を
打った
憤怒けいれん、熱性
けいれん
誤飲、出血、骨折

・ヨード剤を内服すると
は

・川崎病について

・沖縄県の保育園で放射
能汚染を予防するため
にはどのような対応が
必要か、野菜等の食品
の安全について

・１歳半児、５円玉を食
道につまらせた

４

・自慰行為はなぜ？
　自慰行為への対処法

・インフルエンザ出席停
止期間の考え方

・脳性まひ児の入園
・投薬依頼に対するトラ

ブルが多い、予薬はで
きるだけ朝・夕の2回
にしてもらうようにし
ている

・低身長の子ども
・手足口病の流行
・アレルギー児の申請書

の提出
・保健だよりの情報交換

・喘息発作の吸入薬の処
置を園で対応できるか

・卵を食べてじんましん
が出た子への対応につ
いて、保護者、医師は
除去の必要ないという
が・・

・ホッピングで骨折
・胃腸炎、水痘の児の対

応
・チックの子どもへの対

応
・きょうだいが水痘にか

かった場合の園児の登
園は？

・肺炎球菌感染による失
明児への対応

・鼠径ヘルニアの手術予
定の児

・２歳児で熱性けいれん
・蚊に刺されて発熱
・てんかんのある子ども

への対応
・木片が目に刺さり、両

眼充血
・卵白アレルギー児への

対応
・中耳炎で鼓膜切開をし

たが医師に不信感
・１歳児がＲＳウィルス

感染
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回 ミニレクチャー 話題・情報提供 相談内容 事　　　例

５

・幼児の生活リズムにつ
いて

・エピペンの使用につい
て

・個人情報の保護につい
て

・就寝中の歯ぎしりにつ
いて

・子どもの夜泣きについ
て

・アレルギーの確認アレ
ルギー物質

　（島ばなな、生パイン、
小麦粉、不明なものが
多い）

・打撲やたん瘤ができた
場合の冷やす時間

・冷えピタの効果は?
・水筒持参の取り組み
・胃腸炎が発生

・１歳児、疥癬罹患、登
園の判断と集団感染の
予防

・結膜炎の流行、診断と
感染予防

・食事と就寝時間の関係
・昼寝と夜間の睡眠との

関連
・インフルエンザの登園

禁止期間

６

・シラミの発生と駆除に
ついて

・海外旅行とさまざまな
感染症

・ポリオの生ワクチンと
不活化ワクチンの違い

・チックの対応
・韓国人の保護者から

看護師の配置の質問　
（なぜ看護師がいない
のか）

・１歳児、転倒しやすい
・湿疹が出て、皮膚科受

診したが良くならない
・１歳児、睡眠中にすす

り泣き様の呼吸
・１歳児、熱性けいれん

後の予防接種の進め方

・アトピーの子の皮膚保
護

・ステロイド軟膏の使用
について

７

・小児がんについて
・感染症の発症と潜伏期

間

・Hibワクチンの接種
・予防接種について、最

近の動向
・発達が気になる子ども

について、Ｙ地区の現
状（１歳児294人中114
人が経過観察児）

・発達が気になる子ども
については保護者の受
け入れが難しい

・保健師との連携がとれ
ない

・滲出性中耳炎の子が、
よく噛みつく、どうし
てか？

・腫瘍のために片目摘出
後に義眼装着した子ど
もの保育

・水頭症とがっぱいの見
分け方

・気になる子どもの父期
の受け皿、サロンの企
画
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〈はじめに〉

　レスパイトとは休息や息抜きを意味する英語で、

乳幼児や障害者、高齢者などを在宅でケアしている

家族の精神的疲労を軽減するため一時的にケアの代

替を行なうサービスをレスパイトケアと呼ぶように

なった。日本ではショートステイとしてサービスが

広まった。平成12年の介護保険導入後は保険からの

給付が受けられるようになったが、胃瘻や気管切

開、人工呼吸器の患者は対象外となることが多かっ

た。そこで医療保険で入院を受け入れる施設が出て

きた。それをレスパイト入院と呼ぶようになってい

る。

　近年在宅ケアを行なう重症児が増えているが、そ

の担い手はほとんどが母親である。福祉や民間の

サービスも整備されつつあるがまだ不十分であり、

多くの母親は自らの時間を持つことはもちろん他児

の学校･保育園の行事への参加もままならない状態

である。

　我々の施設では病･病連携の一環として平成17年

度より在宅重症児のレスパイト入院を受け入れてき

た。当初はスタッフに戸惑いと不安があったが、「お

母さんが自宅でがんばっているのだから私たちにも

できるし、やらなければならない」との思いで経験

を重ねてきた。

　平成24年度に偶然にも立て続けに母親の出産に伴

うレスパイトの事例を経験した。その３事例を紹介

し一般病院で行なっているレスパイト入院の現状を

報告する。

〈事例〉

①　１歳７ヶ月女児。先天性多関節拘縮症、喉頭軟

化症のため気管切開、胃瘻がある。母親は第２子

出産で自然分娩を希望された。主治医と訪問看護

を中心に行政も加わり事前のケース会議が持たれ

た。母親の希望をかなえるために陣痛発来ととも

に児を当院へ救急車で搬送し母親は産婦人科へ向

かうことになった。当院は夜間救急を行なってい

ないため若干の不安があったが、24時時間体制で

受け入れる準備を行なった。実際に児の入院は午

前４時であった。母親は無事出産し児のケアもト

ラブルなく７日で退院となった。

②　４歳４ヶ月女児。外傷性脳損傷による低酸素性

虚血性脳症のため完全に寝たきりで在宅人工呼吸

器療法、胃瘻からの経管栄養を行なっている。母

親は第２子出産出で当初自然分娩を希望していた

が計画分娩へ変更となった。そのため児は予定入

院となり母親も無事出産、児のケアもスムーズで

９日で退院となった。

③　４歳２ヶ月男児。重症新生児仮死による低酸素

性虚血性脳症のため精神運動遅滞、症候性てん

かんがあるが呼吸障害はない。嚥下困難のため

経鼻経管栄養を行なっている。母親はⅠ型糖尿

病（IDDM）があり出産前の厳重な管理が必要で

帝王切開による出産が予定されていた。予定日の

１ヶ月前に児は入院した。母親は出産前にたびた

び面会に訪れ児やスタッフの不安も軽減された。

大きな体調の崩れはなく、母親も無事出産し産後
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２週間で退院となった。

〈当院でのレスパイト入院〉

　平成17年度に最初のレスパイト入院を経験した。

スタッフに戸惑いと不安があったが、「できるだけ

自宅と同じようなケア」を心がけ経験を重ねていっ

た。初年度は年間10件であったが年々増加し平成20

年には60件となった。その後スタッフ不足により利

用件数が減少したがまた増加しつつある。（図１）

　レスパイト入院にいたる流れは次のようになって

いる。レスパイト希望が出ると地域連携室をとおし

て主治医より診療情報提供書をいただき私たち小児

科医が検討し病棟へも一報を入れる。後日面談を行

なうが可能な限り本人も連れてきていただき児の状

況をより詳しく把握することにしている。そして病

棟を見ていただきスタッフとの顔合わせを行なう。

その後、利用にあたっては直接病棟と連絡を取るこ

とになる。実際の利用の前にできるだけ日帰り、そ

図１ 図２

図３
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して１泊の試験的なステイを行なっている（プレレ

スパイトと呼んでいる）。このときに細かなことを

チェックしスタッフが自信を持ってケアに臨むこと

ができるようになる。同時に本人、母親にも自宅と

異なる環境に慣れていただく機会でもある。

　入院後一人ひとりに合ったケアを行なうため

チェックシートやフローシートを作成し活用してい

る。（図２、図３）

　ケアにおいて疑問が生じた場合はスタッフ間で協

議し完全に解決できない場合は母親へ確認をしてい

る。母親とのコミュニケーションを深めるために連

絡ノートも活用している。これはお互いのふり返り

にもなっている。（図４）

　大学や公立病院と異なり当院のような一般病院で

は一般病棟で児をあずかる関係上受け入れに際して

ある程度の条件がある。

　まず、児の状態が安定していることである。入院

中は看護師による日常のケアが中心であり、小児科

医が回診を行なうが体調が悪くなった場合は主治医

に診ていただくことにしている。
図４－１　連絡ノート

図４－２　連絡ノート
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　同様に大切なことは、保護者が納得していること

である。ケアを行なう病室はICUではなくナースス

テーション隣の４人部屋であること、夜間は看護師

が少ないため他の病室と掛け持ちになることなどを

説明し納得していただいている。

〈考察〉

１．事例について

　事例①の場合母親が積極的でいろいろ希望を出し

てくださった。自然分娩を希望する一方で児をあず

ける日数をできるだけ短くしたいとの思いから陣痛

が来てからの入院という方法を選んだ。それに応え

るべく訪問看護を中心に様々な方々がかかわりケー

ス会議が持たれた。そしていつでも迅速に安全に児

を搬送するために救急車を利用することになった。

　結果的には事例②のケースが先にレスパイト入院

を利用することになったが、事例①への準備を進め

ていたためスタッフに戸惑いはなかった。

　事例③は長期になったが母親及び児の体調も安定

し外泊を挟むなど臨機応変に対応できた。

　一般に出産に当たっては家族の協力が必要であ

る。障害を持った児の次子出産の場合家族以外のサ

ポートも重要となる。事例①においては訪問看護･

介護が中心となり産科、小児科、保健師、行政、消

防などそれこそチーム一丸となってサポートした

が、それに私たちも加わることができた。

２．課題

　当病棟では長期の人工呼吸器管理の児が２名おり

スタッフにも限りがあるためレスパイト入院は１名

しか受けられない状況である。今回紹介した児が入

院中は他の希望者を断らざるを得なかった。

　“自宅と同じケア“を心がけてはいるが全く同じ

ということはできず、お母さんの要望とスタッフの

受け止め方に多少のずれが生ずることもあり100％

の満足を提供できていないこともある。他に受け入

れ施設がないため当院を利用しているという事実も

ある。

　理想的にはこども病院で入院から外来フォロー、

在宅児のレスパイトケアまですべてを行なうことで

あるが、現実にはできかねる。そこに病病連携のひ

とつとして一般病院でのレスパイト入院という方法

がある。現在それを行なう施設が少ないことが課題

である。

〈さいごに〉

　母親の出産に伴う在宅重症児のレスパイト入院の

３例を報告した。

　当院で行なっているレスパイト入院の概要を紹介

した。過去８年間の経験から通常と異なる状況に対

応することができた。

　しかし、需要、個々の要望に十分に応えられてい

ない現状がある。また、レスパイト入院を受け入れ

ている施設が少ないのでそれが増えることが在宅重

症児を持つ保護者の福音になると思われた。
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はじめに

　乳歯のエナメル質と象牙質は、永久歯に比較して

極めて薄い。そのため、乳歯のう蝕はその解剖学的

構造から１）多発性、２）急進性、３）自覚症状が

明確でない、といった永久歯のう蝕とは異なる臨床

的特徴がある。また、近年における小児のう蝕の特

徴として、罹患率の改善は見られるものの、２、３

歳からの増齢的増加傾向が認められる１）。一方、う

蝕に対するフッ化物の応用は予防および進行抑制に

有用であり、近年注目されている。しかし、沖縄県

における平成23年度都道府県別の３歳児う蝕有病者

率では最下位から２番目であり、依然として高い有

病者率を示す２）。今回われわれは、沖縄県北部管内

の保育園におけるフッ化物応用の状況を調査し、過

去７年間の沖縄県のう蝕有病状態を参考に今後の予

測に関する検討を行ったので報告する。

 

対象および方法

　平成24年度の沖縄県北部管内における乳幼児健康

診査の歯科検診受診率は、１歳６か月児87.5％（対

象者数1,174名、受診者数1,027名）、３歳児84.0％（対

象者数1,172名、受診者数984名）であり、保育園入

所率は１歳６か月児73.8％（対象者数1,028名、入

所者数759名）、３歳児88.9％（対象者数986名、入

所者数877名）であった。今回、平成24年度の北部

管内に所属する保育園62施設（公立：18施設、私立

認可：27施設、私立認可外：16施設、へき地：１施

設）を対象に、フッ化物塗布（以下Ｆ塗布）の実施、

フッ化物洗口（以下Ｆ洗口）の実施およびフッ化物

添加歯磨剤（以下Ｆ歯磨剤）の使用について郵送に

よるアンケート調査を行った。う蝕罹患率の予測に

際し、平成18年から平成24年までの過去７年間にお

ける１歳６か月児、３歳児、６歳児および12歳児の

う蝕有病者率の平均値をそれぞれ求め各年齢間の比

を算出した。 次に、平成21年出生児の１歳６か月

時のう蝕有病者率を基準に各年齢間の比をそれぞれ

乗じ、３歳時、６歳時および12歳時における沖縄県

と北部管内のう蝕罹患率を予測値として算出した。

なお、１歳６か月児および３歳児のう蝕有病者率は

沖縄県小児保健協会の乳幼児健康調査３，４）、６歳児

および12歳児のう蝕有病者率は学校保健統計調査５）

の報告をそれぞれ参照した。

結　果

１） フッ化物応用に関する内訳

　Ｆ塗布は実施34施設（54.8％）と半数以上を占め、

未実地28施設（45.2％）であった。Ｆ洗口は実施21

施設（33.9％）、未実地41施設（66.1％）であった。

Ｆ歯磨剤は、使用18施設（29.0％）、未使用44施設

（71.0％）であった（図１）。
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２） フッ化物塗布、洗口実施の有無および歯磨剤使

用の有無との関係

　Ｆ塗布およびＦ洗口が実施され、Ｆ歯磨剤が使用

されている施設は７施設（11.3％）、未使用施設は

８施設（12.9％）であった。Ｆ塗布は実施され、Ｆ

洗口が未実施でＦ歯磨剤が使用されている施設は

２施設（3.2％）、未使用施設は17施設（27.5％）で

あった。Ｆ塗布が未実施でＦ洗口が実施され、Ｆ歯

磨剤が使用されている施設および未使用施設は共に

３施設（4.8％）であった。Ｆ塗布およびＦ洗口が

未実施でＦ歯磨剤が使用されている施設は６施設

（9.7％）、未使用施設は16施設（25.8％）であった

（図２）。

３）過去７年間における各年齢別のう蝕有病者率の

平均値　

　１歳６か月児の平均は3.84±0.5％であり、平成

18年の4.7％が最も高く、平成23年の3.2％が最も低

かった。３歳児の平均は38.3±4.1％であり、平成

18年の43.5％が最も高く、平成24年の33.2％が最も

低かった。６歳児の平均は72.3±5.5％であり、平

成18年の79.2％が最も高く、平成24年の62.9％が

最も低かった。12歳児の平均は75.3±3.3％であり、

平成18年の79.4％が最も高く、平成24年の72.0％が

最も低かった（図３）。

４）平成21年出生児の３歳、６歳および12歳時に

おけるう蝕罹患率の予測

　１歳６か月児、３歳児、６歳児および12歳児にお

けるそれぞれの年齢間の比は、9.97（１歳６か月児：

３歳児）、1.89（３歳児：６歳児）、1.04（６歳児：

12歳児）であった（図３）。これらの比を平成21年

に出生した１歳６か月児のう蝕有病者率から順に乗

じた沖縄県における各年齢別のう蝕罹患率の予測値

は、３歳時31.9％、６歳時60.5％、12歳時62.7％で

あった。北部管内で平成21年に出生した１歳６か月

児のう蝕有病者率は4.6％であり、同様に各年齢別

におけるう蝕罹患率の予測値を算出すると、３歳時

45.9％、６歳時86.9％、12歳時90.2％となった（図４）。

図１　フッ化物応用法の内訳

図２　フッ化物応用別の実施状況

図３　過去７年間における各年齢別のう蝕有病者率
とその平均値

図４　平成21年出生児における３歳・６歳および
12歳時のう蝕有病者率の予測値
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考　察

　う蝕の過程は、歯質のう蝕感受性、食物のう蝕誘

発性、口腔細菌叢のう蝕誘発性の三大主要因に支配

されながら進行する。さらに、これら主要因はう蝕

の発生部位や進行状態に応じて変化する特徴があ

る。しかし、主要因を一つでも制御すれば、う蝕の

進行を抑制する効果は期待できる６，７）。そのため、

幼児期におけるう蝕の予防対策として、フッ化物の

応用、甘味物の摂取制限、歯磨きなどを適用してい

くことは有用と考えられる。その中でも特に、歯質

を強化する方法としてフッ化物の応用が注目されて

いる。

　フッ化物応用法には、歯の萌出前である歯胚形成

期にう蝕の抑制を期待する全身的利用法と歯の萌出

後に作用を期待する局所的利用法がある。全身的利

用法として最も利用価値があるものとしては、水道

水のフッ素化と推察されるが本邦では適用されてい

ない。局所利用法には、Ｆ塗布、Ｆ洗口およびＦ歯

磨剤の使用法があり、Ｆ塗布およびＦ洗口では20～

50％、Ｆ歯磨剤の使用では15～25％のう蝕予防効果

がそれぞれあるとされている８）。今回のフッ化物応

用法に関する検討で、半数以上の施設で実施されて

いたのはF塗布のみであった。このことは、嘱託歯

科医が歯科検診と同時にＦ塗布を適用しているため

と思われる。 Ｆ洗口の集団応用の有用性に関する

報告９－11）は多い。しかし、2008年に行われたＦ洗

口に関する調査によると、集団でＦ洗口が実施され

ているのは全国の施設総数の９％と報告されてい

る９）。本検討でのＦ洗口の実施率は33.9％と全国値

より高値を示したが、Ｆ洗口は４歳以上の園児が対

象となるため、４歳未満の園児に対するフッ化物応

用の対策としてＦ塗布およびＦ歯磨剤の使用がう蝕

予防に有用な対策である。しかしながら、本検討で

Ｆ歯磨剤の使用頻度は29.0％と最も少なかった。保

育園で使用されていない理由として、マンパワー不

足により、歯磨き前の準備や歯磨き時の管理が困

難であることが予想される。そのため、フッ化物

入りのジェルやスプレーなどの利用も有用12）であ

り、今後も普及啓発が必要と考えられる。また、Ｆ

歯磨剤の使用後に、すすぎうがいの量と回数が多い

程フッ化物の効果を低めることが指摘されている13）

ことより、Ｆ歯磨剤を使用した後のうがいに関する

注意事項の周知も今後の重要な課題と考えられる。

フッ化物応用法を複数併用することは、う蝕予防の

向上に寄与すると考えられる10）。一方、フッ化物の

併用による過剰摂取も危惧されるが、本邦で適用さ

れているフッ化物応用法は低濃度であり、問題ない

ことが指摘されている10，11）。本検討において、フッ

化物を２つ以上併用していたのは20施設（32.3％）

であり、その中で最も多く適用されていたのはＦ塗

布とＦ洗口の併用８施設（12.9％）、次いでＦ塗布、

Ｆ洗口およびＦ歯磨剤の併用７施設（11.3％）、Ｆ

洗口とＦ歯磨剤の併用３施設（4.8％）、Ｆ塗布とＦ

歯磨剤の併用２施設（3.2％）の順であった。多忙

極まりない保育施設の環境の下、職員が個々の園児

に適切なフッ化物の応用を遂行するのは困難な状況

であるのも現実のように思われるが、各保育施設の

状況に応じたフッ化物の併用法も踏まえた推進活動

を展開したい。

　平成23年に行われた歯科疾患実態調査14）による

と、う蝕有病者率は３歳児25.0％、６歳児42.1％、

12歳児27.0％と報告されている。沖縄県の過去７年

間における３歳、６歳、12歳児のう蝕有病者率に関

しては、経年的にそれぞれ改善傾向が認められた。

しかし、その平均値は、３歳児は13.3ポイント、６

歳児は30.2ポイント、12歳児は48.3ポイントと歯科

疾患実態調査の報告値よりそれぞれ高値を示した。

また、う蝕有病者率の平均値は、１歳６か月から３

歳までの１年６か月間に約10倍、３歳から６歳まで

の３年間に約２倍に増加する傾向が認められた。こ

れらのことからも、学童期までのう蝕対策の強化が

重要であると考えられる。　

　う蝕の原因菌であるS. mutansは、母親から感染

する15）。さらに、乳歯う蝕に関連する要因としては、

S. mutans、プラーク量、唾液pH、食事内容が有

意であると報告16－18）されている。また、Zainab

ら16）は、乳歯う蝕とプラーク中のS. mutansは有意

な相関があったが、唾液中のS. mutansには相関が

なかったと報告している。これらのことからも、保

護者による仕上げ磨きを徹底すれば、S. mutansお
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よびプラークが除去される効率が高まり、う蝕の罹

患を回避するのに有用と考えられる。特に、３歳未

満の幼児では、う蝕に罹患していなくても、う蝕活

動性が高く近い将来う蝕が発症するであろうとする

症例が存在する19，20）。このような症例で注意しなけ

ればならないことは、萌出間もない時期のエナメル

質は透過性に富み多くの物質を取り込みやすい状態

にあることから、フッ化物の応用による効果を十分

期待するためには、歯面に付着したプラークを徹底

的に除去することが必要になることである。今後の

課題として、３歳未満のう蝕高リスク児に対しては

特に、従来行ってきたフッ化物応用法の推進活動お

よび仕上げ磨きの有用性に関する普及啓発を積極的

に取り組む必要があると考えられる。

　学童期の口腔内は、乳歯だけでなく永久歯も萌出

するため混合歯列期に該当する。この時期の乳歯う

蝕の特徴として、ある時期までは急性う蝕であった

ものがいつの間にか慢性う蝕に移行する現象が時々

観察されることがある。この現象が生じるのは、う

蝕病巣が進行して、ある程度の大きさまで進行した

ものが何らかの外力により病巣の形態がプラークの

停滞しにくい形に変化することで口腔内全体のう蝕

活動性が低下することと相重なって病巣の局所環境

が中性領域に維持されて再石灰化が生じ、慢性化す

るためである。一方、萌出間もない永久歯は幼若永

久歯とも呼ばれ、歯質が十分に成熟していないため

萌出後２～３年間はう蝕感受性が高いことから、乳

歯列期以上のう蝕予防対策が学童期には必要にな

る。しかし、北部管内の小中学校において、Ｆ洗口

が実施されているのは、１地区のみしかないのが現

状であり、卒園後のフッ化物応用法が継続されてい

るかは現時点では明らかになっていない。これらの

ことからも、卒園後のフッ化物応用法を継続してい

くためには、各個人が家庭で実施していくことも推

奨する必要があると考えられる。しかし、家庭での

フッ化物応用法の実践に際しては、保護者の意識に

左右され普及が難しいとされている21）。また、長期

間継続するためには、各家庭にあった方法をゆっく

り見つける必要があり、負担にならない方法や本人

が自発的に続けるための指導が必要になることも指

摘されている22）ことからも、これらの問題点を踏

まえた上での推進活動を展開することが重要と考え

られる。

　平成21年に出生した沖縄県と北部管内のう蝕罹患

率の予測値の比較において、３歳時では14.0ポイン

ト、６歳時では26.4ポイント、12歳時では27.5ポイ

ント、いずれも北部管内の予測値は高い値を呈して

いた。また、国は歯科口腔保健の推進に際し、平成

33年の目標としてう蝕のない割合を12歳児で65.0％

の目標値をかかげている23）。しかし、今回算出した

12歳時におけるう蝕罹患率の予測値は、沖縄県およ

び北部管内は共に大幅にこの目標値からかけ離れて

いることになる。これらのことは、乳歯う蝕にも存

在する地域格差の影響24）や、食生活習慣の保護者

への依存など乳歯う蝕予防の難しさ25）が関係して

いると考えられる。今後は、従来から行っているフッ

化物応用事業の推進活動だけでなく、う蝕高リスク

児に対する生活環境の改善およびその家族に対する

意識改革も含めたう蝕予防の対策に携わることが重

要な課題であろうと思われた。
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